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「３つの視点」と「５つの方策」

方策１ 日常化する
【質的授業改善】

方策２ そろえる
【組織的共通実践】

方策４ 見通す
【学校組織マネジメント】

方策５ つなぐ
【学校連携・地域連携】

方策３ 支える
【発達の支援】

視点１
自己肯定感の高まり

視点２
学び・育ちの実感

視点３
組織的な関わり

推進期間：令和２年度～令和６年度

沖縄県学力向上推進
５か年プラン・プロジェクトⅡ
～学びの質を高める授業改善・学校改善～

子供の学びの姿

「自己肯定感の高まり」「学び・育ちの実感」「組織的な関わり」の「３つの視点」
と「５つの方策」を通して授業改善・学校改善を推進し、本県幼児児童生徒に「新たな
時代をつくるために必要とされる資質・能力」を育むことを目指します。



自己肯定感の高まり 組織的な関わり学び・育ちの実感

「問い」が生まれる授業
～他者と関わりながら、課題の解決に向かい「問い」が生まれる授業～

目指す授業像

授業の基盤

視 点

「問い」を持ち課題を追求し、他者との関わりを通して導き出しながら、さらに新たな「問い」
へと向かう「深い学び」を体現する児童生徒の姿を目指す。

□ タイムマネジメント □ めあて・まとめ・振り返り □発問 □思考力・判断力・表現力等
□評価・改善 □板書・ノート・教具（ICT）

児童生徒の姿を見取る「視点」を共有し、「フィードバック」を充実させるとともに、「振り返り」「個
人内評価」等、児童生徒が学びを自覚できる取組の充実により、「学び・育ちの実感」を持たせる。

自立した学習者の育成

学びの質を高める５つの方策

支持的風土を醸成する学級、学校づくり

「安心」「所属」「承認」「自立」といった支持的風土づくりの４つのポイントを意識した学校改善を展開
し、児童生徒の自立的な学びや育ちを支援し、キャリア形成を図っていく。

１（日常化）質的授業改善 ２（そろえる）組織的共通実践 ３（支える）発達の支援
４（見通す）学校組織マネジメント ５（つなぐ）学校連携・地域連携

支持的風土・学習環境

授業における基本事項

取組１ 「問い」を持ち、主体的に学ぶ授業の推進

取組2 自立して学ぶ児童生徒の育成に向けた「自学自習力」の育成

取組３ ICTの活用等による「個別最適な学び」の推進

重点１

中学校期の学力課題の改善重点２

取組１ 「特定の教科等（道徳科、特別活動、総合的な学習の時間など）の授業研究に
全職員で取り組む組織的授業改善

取組2 児童生徒の成長を捉え、次の学びに生かすテスト改善

〈ダイジェスト版〉
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目指す子供像 □主体的な問いと自分なりの考えを持つ
□他者との交流を通し、考えを広げ深める
□学びの過程を振り返り、新たな「問い」をもつ

児童生徒が学びを自覚し、学び育ちを実感する取組を推進する
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Ｐ・ＰⅡ「充実期」（令和4年～令和5年）においては、以下の「重点事項」及び「具体的取
組事項」を設定し、推進する。

「充実期」における「重点事項」及び「具体的取組事項」

１ 重点事項と具体的取組事項

自立した学習者の育成

中学校期の学力課題の改善重点２

特定の教科等（道徳科、特別活動、総合的な学習の時間など）
の授業研究に全職員で取り組む組織的授業改善

児童生徒の成長を捉え、次の学びに生かすテスト改善

取組1

取組2

自立した学習者の育成重点１

ICTの活用等による「個別最適な学び」の推進

取組１

取組2

取組３

自立して学ぶ児童生徒の育成に向けた「自学自習力」の育成

「問い」を持ち、主体的に学ぶ授業の推進

本県児童生徒が自立した学習者として主体的に学習に取り組み、自分自身の力で学びを獲得
するよう、学習観の転換を図りたい。

中学校期の学力課題の克服に向け、以下の取組を推進する。

2 具体的取組事項の概要

□「問い」を持ち、主体的に学ぶ授業の推進

□自立して学ぶ児童生徒の育成に向けた「自学自習力」の育成

5つの具体的取組事項は、次頁の「自立した学習者の育成の図」の通り、互いに関連し合っている。
そのため、学校等においてこれらに取り組む際は、学校の状況に応じてその「切り口」となる取組
を設定し、組織的な改善を図りながら次第に他の取組にも関連させ、波及効果や相乗効果が得られ
るよう発展させていくことが考えられる。

学びに対する主体性を、児童生徒の学びの自立に繋ぎたい。そのために、児童生徒一人一人が
「なりたい自分」や目標達成に向けて学び方や継続して努力する態度を育成するために、授業と家
庭学習の往還した自学自習の学習サイクルを持つようにする。

児童生徒一人一人を「自立した学習者」として育成するため、学びに対する主体性をさらに高め
たい。そこで、「『問い』を持ち、主体的に学ぶ授業」を推進し、問題解決への意欲と創造性にあ
ふれ、児童生徒が「わかった！」「おもしろい！」と思えるような授業づくりを目指す。
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3 義務教育課ポータルサイトの活用

□特定の教科等（道徳科、特別活動、総合的な学習の時間など）の授業研究に
全職員で取り組む組織的授業改善

□児童生徒の成長を捉え、次の学びに生かすテスト改善

児童生徒の学びに対する主体性を高めるために、テストの内容は、児童生徒の良い点や改善点
を評価し、学ぶ意義や価値を実感できるものにする必要がある。テスト改善を切り口に「指導と
評価の一体化」に取り組み、学習評価の改善、学習指導の改善へと進む。

授業改善を進めるためには、道徳科など、特定の教科等の授業研究に全職員で取り組む場を持
つことが有効と考える。特定教科等の授業づくりに「協働」で取り組むことによって、授業改善
の課題や視点を共有化し、授業改善に組織的に取り組む意識を高める。

□ICTの活用等による「個別最適な学び」の推進

学習サイクルの中で、教師は、児童生徒一人一人の学習状況を見取って評価し、その分析を日々
の授業や指導の改善に生かす。また、児童生徒に対しては、個に応じた指導や学習相談に生かして
学びの自立を促す。このサイクルを支えるため、ICTを積極的に活用する。

「自立した学習者の育成」のイメージ図

義務教育課

ポータルサイト
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沖縄県教育庁義務教育課で
は、指導資料や研修資料、説明
動画等を一元的に取り扱う「義
務教育課ポータルサイト」を開
設した。今後、資料提供や情報
発信を通じて、学校の主体的な
取組を支援していく。



○ 2030年の社会と子供たちの未来（一人一人がその創り手として）
情報技術の飛躍的な進化等を背景として、あらゆる分野でのつながりが国境等を越え
て、多様な人々や地域間が緊密につながる状況が進展しています。このような社会の変
化は加速度を増し、複雑で予測困難となってきており、このことは全ての子供たちの生
き方にも影響を及ぼすものとなっています。
国においては、2030年以降の社会を展望した教育施策の重点事項を「第3期教育振興
基本計画」（計画期間：2018～2022年度）において示すとともに、平成29年には、幼
稚園教育要領や小学校・中学校学習指導要領等を告示しました。その前文では、「これ
からの幼稚園・学校には、教育の目的及び目標の達成を目指しつつ、一人一人の幼児児
童生徒が、自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値ある存在とし
て尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り
拓き、持続可能な社会の創り手となることができるようにすることが求められる。」と
され、これからの学校に求められることや、これから育てるべき幼児児童生徒の姿につ
いて示されています。
本県においては、2030年を想定年とした基本構想である「21世紀ビジョン」を示
し、「多様な能力を発揮し、未来を拓く島」などの県民が望む５つの将来像の実現を図
るための「基本方針」や「実施計画」を策定しています。そこには、「『人材こそが最
大の資源』との考えを共有する沖縄」が掲げられ、子供たちの笑顔が常に絶えない、希
望と優しさに満ちた豊かな社会の実現を願い取組を進めることとしています。

○ 「学力向上推進5か年プラン・プロジェクトⅡ」の役割
本県の学力向上に係る本格的なあゆみは、昭和61年に開催された「沖縄県学力向上対
策委員会」において提出された答申に基づく「学力向上対策」から始まりました。それ
から平成29年度～31年度（令和元年度）の「学力向上推進プロジェクト 授業改善の６
つの方策」まで、30年以上にわたる学力向上の取組を通して、学校や家庭・地域、関係
機関が本県幼児児童生徒の課題を共有し、一体となって取り組んだ結果、近年、全国学
力・学習状況調査結果において、小中学校で一定の成果が、目に見える形で現れてきて
います。一方で、残された課題や今後取り組むべき方向も見えてきました。
今後、計画推進の５か年間を見通した「学力向上推進5か年プラン・プロジェクトⅡ」
は、年次ごとにその成果と課題を把握しながら改訂作業を行うなど、すでに実施してい
る幼稚園教育要領等や令和２年度から順次本格実施された学習指導要領の着実な展開推
進していきます。併せて、本県独自の視点を交えた学力向上の施策を推進しながら、本
県ならではの「社会に開かれた教育課程」の実現を目指します。

○ さらに県全体が一体となった取組へ
これまでの本県における学力向上推進の歩みを通して培ってきた、学校や家庭・地
域、関係機関の連携体制をさらに進めながら、効果的な取組を展開します。
具体的には、学習指導要領や県施策等と一体的な取組とするとともに、市町村及び学
校の主体性や独自性を生かした展開とするために、各関係機関等が「子供の成長の姿」
を互いに共有していくことが、何にも増して大切だと考えます。
これからの沖縄県が向かう2030年の社会とその先の未来を、子供たち自身が創り上げ
ていくことができるように、子供たちに必要とされる資質・能力を見据え、「『人材こ
そが最大の資源』との考えを共有する沖縄」として、県全体で一体となって展開してい
くこととします。

学力向上推進施策策定にあたって

－５－

※令和２年設定



学力向上推進の取組の現状（令和４年現状値）から
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【小学校】
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【中学校】

○全国学力･学習状況調査結果（全国平均正答率との差）の推移〔H19～Ｒ０４〕

○学校質問紙調査

両教科とも全国の
平均正答率を下回る

数学において、
全国との差が広がる

※H19～H30までの値は、A問題とB問題の合計の平均値となっている

・小、中学校とも全ての科目において、全国と比較して平均正答率は±10％の範囲内にあり、大きな差は見られない。
（『全国学力・学習状況調査 報告書（国立教育政策研究所）』より）

・小学校は国語、算数とも下降傾向で、全国の平均正答率を下回る結果となった。
・中学校は国語、数学とも緩やかな改善傾向が継続していたが、全国の平均正答率との差が広がる結果となった。
・小、中学校とともに、自分の考えや意見をまとめ、記述して解答する設問において、無解答率が高い。
・教育活動全般を通して、既有の知識・技能を生かしながら、目的意識を持ち、自分の考えを書いたり、交流活動を
通して自分の考えを深めたり広げたりして明確に伝える、振り返りを通して自分の考えを整理するなど、思考力・判断
力・表現力等の育成が今後も必要である。

・「自己肯定感の高まり」に係る項目では、学校側・児童生徒側ともに肯定的な回答の割合が横ばいか伸びて
いて、特に学校側の評価が大きく伸びている。
・「組織的な関わり」に係る項目では、小学校児童側の評価がわずかに落ち込んでいるが、中学校生徒側及び
小・中学校側の評価は伸びている。
・コロナ禍でも「できること」を考え様々な取組を進める中で、よさを見取り励ます教職員と、学び・育ちを
実感しながら取り組む児童生徒の様子が伺える。引き続き、児童生徒の自立に向けて「自己肯定感の高まり」
「学び・育ちの実感」「組織的な関わり」の視点で各学校の取組の充実を図ることが大切である。

考察

考察

◇県版質問紙 （令和４年度６月と１１月の比較） ※いずれの項目も「当てはまる」「している」の回答

質問 先生は、あなたのよいと
ころを認めてくれていると思い
ますか。（児童生徒質問紙）

質問 学校生活の中で、児童生
徒一人一人のよい点や可能性
を見付け評価する（認めるなど）
取組が充実している。

（学校質問紙）

「自己肯定感の高まり」に係る項目
質問 あなたの学級では、学級
生活をよりよくするために学級
会〔学級活動〕で話し合い、互
いの意見のよさを生かして解
決方法を決めていると思います
か。（児童生徒質問紙）

質問 学級活動及び児童会・生
徒会活動について、児童生徒の
自主性が育まれる取組が行わ
れ、全職員でその意義が共有さ
れている。 （学校質問紙）

「組織的な関わり」に係る項目
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Ｐ・ＰⅡの位置付け

本県の学力向上推進施策は、昭和63年度以来、県全体で一丸となって進めてきた総合的な
プランとしての学力向上施策を継承し、さらに発展的に展開するために、関連法令や学習指導
要領及び本県主要施策等を見据えた取り組みとする必要がある。
そこで、「沖縄県教育振興基本計画」に基づいた、「学校教育における指導の努力点」の

「確かな学力の育成」を中心に据えた学力向上推進施策を、以下の図のように展開していくこ
ととする。

Ⅰ 学力向上推進施策の基本的な考え方

－７－

新・沖縄２１世紀ビジョン基本計画

沖縄県教育振興基本計画

教育基本法等の諸法令
幼稚園教育要領等
学習指導要領
（小・中・高・特支）

幼児児童生徒の実態
学校・地域の実態
保護者や地域の要望
目指す幼児児童生徒像

沖縄県教育大綱
１「生きる力」を育む学校教育の充実
２ 多様な能力を育て、力強く未来を拓く人づくり
３ 子どもの貧困解消に向けた総合的な支援の推進
４ 多様な学びの享受に向けた環境づくり
５ 沖縄文化の保存・継承・創造と更なる発展
６ 新しい時代を展望した教育行政の充実
７ 県民等が主体的に参画するスポーツ環境の整備

学力向上推進５か年プラン・プロジェクトⅡ

学校教育における指導の努力点

【努力点】

○確かな学力の育成 ○豊かな心の育成 ○健やかな体の育成

「３つの視点」と「５つの方策」

方策１ 日常化する
【質的授業改善】

方策２ そろえる
【組織的共通実践】

方策４ 見通す
【学校組織マネジメント】

方策５ つなぐ
【学校連携・地域連携】

方策３ 支える
【発達の支援】

視点１
自己肯定感の高まり

視点２
学び・育ちの実感

視点３
組織的な関わり



Ⅱ 学力向上の全体構想

１ 学力向上推進における全体構想について

本県は、全国水準の学力保障を目標にした学力向上推進施策を推進してきた。特に平成29
年度から3か年推進した学力向上推進プロジェクトにおいては、授業改善に焦点化した6つの
方策において、授業スタンダードの確立を図る「授業における基本事項」の重点取組や「主
体的・対話的で深い学び」を目指した「問いが生まれる授業」づくりなど、授業改善の方向
性をより明確にした具体的な施策を戦術的に位置付け推進してきた。
学習指導要領（H29告示）で示された「主体的・対話的で深い学び」や「カリキュラム・

マネジメント」の実施を通して、総括目標「幼児児童生徒一人一人に生きる力の基盤となる
新しい時代をつくるために必要とされる資質・能力を育む」長期目標「豊かな創造性を備え
た持続可能な社会の創り手となる幼児児童生徒の育成」を目指すために、これまでの本県の
学力向上推進の成果と課題から「自己肯定感の高まり」「学び・育ちの実感」「組織的な関
わり」を学力向上推進の重要な視点として位置付けた。
この3つの視点を手がかりに学力向上推進プロジェクトⅡとして「学びの質を高める授業

改善・学校改善」をより戦術的に推進していく。
さらに、戦略的プランとして「市町村・学校の主体性・自主性」を基盤とした「『社会に
開かれた教育課程』の実現に向けた持続可能な学校づくり」を目指す道筋を探りながら、新
しい時代をつくるために必要とされる資質・能力を育むことを目指し、長期的には持続可能
な社会の創り手としての幼児児童生徒を育むことを目標にした学力向上推進施策を推進して
いくこととする。

－８－



２ 推進期間の設定について

「学力向上推進5か年プラン・プロジェクトⅡ」は、5か年間の推進期間を「2年・2年・1
年」と区切り、３段階のステップを踏みながら推進することを想定している。
「社会に開かれた教育課程の実現を可能とする持続可能な学校づくり」に向けて、資質・
能力を育む授業改善を着実に推進していくためは、本県の学力向上推進施策を授業改善から
学校改善さらには地域や家庭との連携を基盤とした地域社会との絆づくりへと広がりをもっ
て広義に捉えていく必要がある。
こうしたビジョンの実現のために、5年間の推進期間と3段階のステップを設定し、取組
状況を確認しつつ施策の修正を図りながら推進することとした。

※ 令和4年度以降の新たな基本計画等の策定に伴い、内容に一部修正を加えた。

【参考】 県学校教育関連施策及び新学習指導要領全面実施スケジュール
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３ 学力向上推進の目標と学校診断的評価

長期目標

総括目標

学校診断的評価（学校アセスメント）

全国学力・学習状況調査や県学力到達度調査などの結果を参考に総合的に分析し、
判断する。

「社会に開かれた教育課程」の実現による、豊かな創造性を備えた持続可能な社会の
創り手となる幼児児童生徒の育成

（1）

（2）

（3）

幼児児童生徒一人一人に「生きる力」の基盤となる「新しい時代をつくるために必
要とされる資質・能力」を育む

学力向上推進の3つの視点から診断的評価の重点項目を児童生徒と学校の両面で設
定し、学校アセスメントとしての評価を行う。
各種調査における県や国の平均値を指標としながら、各市町村・学校の状況を診断
的に捉え、学校課題を明確にすることによって、市町村・各学校の主体的な組織マネ
ジメントの機能を高めると共に、各校の強みを生かした特色あるカリキュラム・マネ
ジメントの充実を図り、目指す子供像の具現化や資質・能力の育成につなげる。

（4） 成果指標
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１ 「3つの視点」について ―授業の質的改善と学校改善―

学び・
育ちの
実感

Ⅲ 学力向上推進の「３つの視点」

全国学力・学習状況調査における質問紙調査の結果から、県内の児童生徒の意識や学校
の取組状況は、経年比較では改善の傾向を示しているものの、全国平均値との比較におい
てはいくつかの課題が残されている。特に、自分のよさや友達との関わり等に関すること
や、児童生徒の学び方や学んだことを生かすこと等、そして学校の組織的な取組等に関し
てさらなる改善の取り組みが求められている。
学力向上施策「夢・にぬふぁ星プランⅢ」では３つの柱を設定し、また「学力向上推進
プロジェクト」は「授業改善」を取組の重点として掲げてそれぞれの推進を図ってきた。
本プランにおいても、関係機関等が連携し、さらなる学力向上の取組を推進するため
に、これまでの課題等を焦点化した３つの視点を示し、具体的な方策を立てて総合的な取
組とすることとした。これからの５か年間の推進期間においては、以下の「３つの視点」
に基づき、授業の質的改善と学校改善を推進しながら学力向上を図っていく。
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２「学力向上推進の３つの視点」と「学習評価」との関連について

＜自己肯定感の高まり＞との関連
児童生徒の良い点や可能性、進歩の状況などを適切に把握してフィードバックするなど
指導に生かす評価を効果的に取り入れることで、児童生徒が自分の特徴に気付き、よい所
を伸ばし、自己肯定感を高めながら、日々の学校生活を送ることができるようにすること
が大切である。また、個人内評価についても、日常の教育活動の中で適時個々のよさを伝
えながら児童生徒の自己肯定感を高めることが、主体的に学習に取り組む態度（自らの学
習を調整し、粘り強く取り組む）につながる。

＜学び・育ちの実感＞との関連
教師が教材研究と児童生徒理解を深め、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業
改善に取り組み、一人一人の学習状況を丁寧に見取りながら指導に生かす評価を行い、児
童生徒に自らの学びや変容を自覚させることが大切である。
そのような学び・育ちの実感を積み重ねることで、児童生徒が自らの目標や課題をもっ
て学習に粘り強く取り組む姿勢が育まれ、日常的な学び・育ちの実感が自己肯定感の高ま
りに大きな影響を与える。

＜組織的な関わり＞との関連
児童生徒が自らの学び・育ちを実感し、自己肯定感を高めていくためには、学校全体で
組織的かつ計画的に関わることが効果的である。
そのために、校内研究や教科会、学年会等において、何をどのように見取り、どのよう
に評価するか、その結果を児童生徒への支援にどうつなげていくのかを職員間で深め、共
有することが必要である。

「学力向上推進の３つの視点」を、日常的な授業改善における学習評価の視点とし、学
校教育全体の取組として位置付けることで、児童生徒の自己肯定感の高まりと学び・育ち
の実感を体現できる組織体制の確立を目指す。

学習指導要領（H29告示）では、各教科
等の目標及び内容が資質・能力の三つの柱
で再整理されたことを踏まえ、観点別学習
状況の評価についても、指導と評価の一体
化を推進する観点から「知識・技能」、
「思考・判断・表現」、「主体的に学習に
取り組む態度」の３観点に整理された。ま
た、「学びに向かう力、人間性等」のうち
「感性、思いやり」など観点別学習状況の
評価や評定には示しきれない児童生徒一人
一人のよい点や可能性、進歩の状況につい
ては、「個人内評価」として実施するもの
とされており、児童生徒が学習したことの
意義や価値を実感できるよう、日々の教育
活動等の中で児童生徒に伝えることが重要
である。
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学力向上推進プロジェクトⅡでは、
取組の重点を授業改善においた前プロ
ジェクトを継承しながら、学習指導要
領（Ｈ29告示）で示された新しい時代
に必要とされる資質・能力を育むこと
を目指した学びの質を高める授業改善
を推進する。
学びの質を高める授業改善を推進す
るにあたっては、その土台となる学級
や学校の雰囲気を醸成する学校改善の
取組を、授業改善と密接に関わる重要
な取組として位置付ける。図１参照

Ⅳ 学力向上推進プロジェクトⅡ

また、学びの質を高める学校改善を
推進するにあたっては、３つの視点
「自己肯定感の高まり」「学び・育ち
の実感」「組織的な関わり」を踏まえ
ながら、本県の「不登校児童生徒への
支援の手引き」における「安心」「所
属」「承認」「自立」といった４つの
ポイントを念頭においた取組を推進す
ることで、子供たちの自立的な学びや
育ちを支援し、キャリア形成を図る取
組となるよう留意したい。 図2参照

沖縄県教育委員会 義務教育課 「不登校児童生徒への支援の手引き」より

１ 学びの質を高める授業改善・学校改善の考え方

〈参考〉子どもたちを“座標軸”にした学校づくり －授業を変えるカリキュラム・マネジメント－

沖縄県教育委員会 義務教育課「不登校児童生徒への支援の手引き」より
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日常化する（質的授業改善）「主体的・対話的で深い学び」の実現に向け
て日々の質的授業改善の取組を日常化する

「主体的・対話的で深い学び」をめざした授業改善を進めるため、以下の3点を推進する。

□児童生徒が学んだことの意義や価値を実感し、自己肯定感を高める個人内評価
等の取組を日常化する
一人一人のよい点や成長した点について積極的にフィードバックを行い、これまでの学びとこれか
らの学習活動を結び付けながら児童生徒の主体的な学習活動を引き出すような指導の充実を図る。

□生徒指導の４つのポイントを生かした授業を日常化する
◎自己存在感の感受
・児童生徒が「自分も一人の人間として大切にされている」と感じ、自分を肯定的に捉える自己肯
定感や、認められたいという自己有用感を育む工夫がある授業

◎共感的な人間関係の育成
・児童生徒が、互いに認め合い・励まし合い・支え合える学習集団づくりを促進していく授業
◎自己決定の場の提供
・児童生徒に、意見発表の場を提供したり、児童生徒間の対話や議論の機会を設けたりする等して、
教員が、児童生徒の学びを促進するファシリテーターとしての役割を果たしている授業

◎安全・安心な風土の醸成
・児童生徒が、安全かつ安心して学習できるように配慮され、児童生徒の個性が尊重された授業
（授業は一般的に学級単位で行われるため、学級が「（心の）居場所」になることが望まれる）

□資質･能力を育むために、単元を見通した授業改善を日常化する
単元や題材など内容や時間のまとまりをどのように構成するかという単元を見通した単元（授業）
デザインの工夫・改善を通して、資質・能力をバランスよく育成できるよう学習活動の充実を図る。

方策１

２ 学びの質を高める「５つの方策」

※「質的授業改善」とは「学びの質を高める授業改善」の意

－14－

※ 例えば、主体的に学習に取り組めるような見通しを立てる活動、自身の学びや変容を自覚するような振り返る活動、自
分の考えを広げ深めるような対話的な活動、学びの深まりをつくりだすために児童生徒が考える活動や教師が教える活動
など、単元（授業）の中に効果的な学習活動の構成を行い、見通しをもって三つの資質・能力をバランスよく育成する等。

□児童生徒が学んだことの意義や価値を実感し、自己肯定感を高める個人内評
価等の取組を日常化する

□生徒指導の４つのポイントを生かした授業を日常化する
□資質・能力を育むために、単元を見通した授業改善を日常化する



支える（発達の支援）

日ごろから確かな児童生徒理解に基づいた学校・学級経営の充実を図り、教師と児童生徒の
信頼関係及び児童生徒相互のよりよい人間関係や集団づくりを進め、組織として支持的風土の
醸成を図り発達を支援する。

□確かな児童生徒理解
児童生徒を多面的・総合的に理解するために、学級担任による観察や面接に加えて、学年の教師、

教科担任、養護教諭、部活動顧問、スクールカウンセラー等による広い視野から児童生徒理解を行
うことは大切である。また、「生徒指導ＰＤＣＡ×２」を参考に、全職員で児童生徒の状況を評
価・分析する場を設定し、諸活動のマネジメントサイクルに生かす。

□支持的な風土をつくる学校・学級経営の充実（ガイダンスとカウンセリング）
支持的風土づくりの４つのポイント「安心（居場所づくり）」「所属（絆づくり）」「承認」

「自立」を踏まえた諸活動の充実を図る。指導・支援に際しては、児童生徒の主体性を引き出す
集団の場面でのガイダンスと、個別の面談や言葉がけを通したカウンセリング（教育相談を含む）
の双方の趣旨を踏まえる。

□学びに向かう集団づくり
児童生徒の自主的・実践的な態度を育てることは、個々の児童生徒や集団における問題解決能力

の高まりにつながる。学びに向かう集団づくりを進めるために、児童生徒の組織的な活動を大切に
した学級活動や児童会・生徒会活動の充実を図る。

方策３ 支持的風土のある学校・学級経営を通して
発達の支援を充実させる。

そろえる（組織的共通実践）方策2 アセスメントによる実態認識・課
題認識をそろえる。

「学びの質を高める授業改善・学校改善」を図るためには、 学校全体でアセスメントによる実態認
識や課題認識を共有し、組織的共通実践を効果的に推進する必要がある。そのために、以下の２点を
推進する。

□見取る視点・観点を共有し共通実践する
学びに向かう集団づくりとして必要な指導や援助を行うガイダンス的側面と、個々の児童生徒の多様な実
態を踏まえ、一人一人が抱える課題に個別に対応した指導を行うカウンセリングの双方からバランスよく共通
実践に取り組むことが重要である。
例えば「学習規律」の定着を図る指導などの共通実践においても、児童生徒の一人一人のよさや可能性
を認めつつ、児童生徒自らがその目的や意義を受け止め、自己肯定感の高まりや学び・育ちの実感が伴うよ
う、見取る視点・観点を共有し、共通実践に取り組む。

□「学習の基盤となる資質・能力」の育成
児童生徒の日々の学習や生涯にわたる学びの基盤となる「言語能力、情報活用能力（情報モラルを含
む）、問題発見・解決能力等」資質・能力の育成について体系的・継続的に取り組むことが重要である。特に、
言語能力の向上は、児童生徒の学びの質の向上や資質・能力の育成の在り方に関わる重要な課題として受
け止め、取組を推進することが大切である。
また、ここで示した資質・能力の育成以外にも、各学校においては児童生徒の実態を踏まえ、学習の基盤と
なる資質・能力を明確にし、カリキュラム・マネジメントの中でその育成に取り組む。
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見通す（学校組織マネジメント）方策４
学校組織マネジメントの機能
を高め、カリキュラム・マネ
ジメントの充実を図る。

自校の教育課程の編成、実施、評価及び改善に関する課題がどこにあるのかを明確にして職員間で共有し
改善を行うことにより学校教育の質の向上を図り、カリキュラム・マネジメントの充実に努める。

つなぐ（学校連携・地域連携）

□市町村の特色を生かした施策推進による学校づくり

□キャリア教育の視点を踏まえた校種間の連携強化

□学校・地域・家庭の互恵的関係の構築

方策５
「社会に開かれた教育課程」の実
現に向けた学校連携・地域連携
を推進する。

授業や行事での交流等を校種間で計画的に行うことで連携を図る。
特別活動を要としたキャリア教育では、「キャリア・パスポート」等を活
用しながら、小・中・高等学校等の12年間を系統的・継続的に支援する
ことで、自己実現に向けて児童生徒自ら見通しを持ち、振り返りを行うな
ど、主体的に学びに向かう力を育む。

市町村においては、地域の実情や課題に応じた教育課程の編成や、地域の特色を生かした教育活動に取り組
んでいる。市町村教育委員会の施策を生かし、緊密な連携を図りながら、研究指定校の委託や学校支援訪問等を
通じて学校への指導・支援を充実させ、連絡協議会等を開催し、情報共有を図る。

保護者や地域住民等による、学校運営や教育活動への参画のため
に、学校運営協議会等の開催を通じて、各学校で育成を目指す資質・
能力、教育目標や教育課程などを、学校、保護者、地域間で共有しな
がら相互に支え合う互恵的関係の構築を図る。

これからの学校では、ESD（持続可能な開発のための教育）を通したSDGs（持続可能な開発目標）の実現に向
けて、一人一人の児童生徒が持続可能な社会の創り手となることができるように取り組むことが求められる。
また、“よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創る”という目標を学校と社会が共有し、連携・協働しながら、新
しい時代に必要とされる資質・能力を子供たちに育む「社会に開かれた教育課程」の実現が重要である。そのため
に、以下の３点を推進する。

「地域全体で未来を担う子供たちの成長をさせる仕組み（概念図）」

（文部科学省資料より）

□学校課題解決に向けた組織マネジメントの機能を高める。
学校教育目標から目指す子供像を設定し、必要とされる資質・能力の育成に向けて、学力向上推進の３

つの視点と５つの方策を焦点化した取り組みを展開することで学力向上の効果性を高める。

□学校評価と関連付けたカリキュラム・
マネジメント及び年間サイクルの確立
「学びの質を高める授業改善・学校改善」サイ

クルを確立することで、各校の特色を生かしたカリ
キュラム・マネジメントの推進を図る。

□授業改善・学校改善に向けた校内研究
体制の充実
「主体的・対話的で深い学び」を通して資質・

能力の育成を目指す授業改善や土台となる学校改
善を推進するための学校組織機能の核として校内
研究体制の充実を図る。
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○家庭での対話、ルールづくり ○家庭における読書活動の推進
○家庭学習の習慣化と内容の充実に向けた関わり ○体験活動の充実
○地域活動の活性化（子供会・地域行事への参加）等

教育行政は、子供たちの学力や道徳性、体力などの現状や課題を把握し、実効性のある取
組を的確に遂行する。
その際、学校や教職員等に必要な指導助言を行うとともに、教職員が、子供たちに寄り添

い関わりながら、自信と誇りを持って教育活動に専念できるよう支援を行う。

○各種研修会等の実施 ○学校支援訪問 ○各種調査
○「社会に開かれた教育課程」の実現に向けた支援、指導助言 等

園・学校は、子供たちに知・徳・体の調和がとれた「生きる力」を育む場であり、子供た
ちが学習に意欲的に取り組み、培うべき力を習得し、子供同士や子供と教職員が互いの信頼
関係と敬愛の念を深める中で、子供たちに人格の完成を目指した教育を行う。
教職員は、校長のリーダーシップのもと、学校組織の一員として、よりよい学校教育を通
してよりよい社会を創るという理念を共有しつつ、日々の教育実践にあたる。

(1) 幼稚園等
① 生きる力の基礎を育むことを目指す、全体的な計画（教育課程）の編成・実施
② 幼児期の終わりまでに育ってほしい姿を具現化した教育等の工夫改善

(2) 小･中学校
① 生きる力を育み、幼小中高など校種間の連携等を重視した教育課程の編成・実施
② 研究成果の共有と波及を重視した校内研究体制の構築

(3) 高等学校
① 生きる力を育み、創意工夫を生かした特色ある教育活動の編成・実施
② 高大接続や社会との接続等、現代の課題に対応した教育課程の工夫改善

(4) 特別支援学校
① 障害の状態等を考慮した、生きる力を育む特色ある教育課程の編成・実施
② 個々の幼児児童生徒の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等を的確に把握し、
教師間の連携協力のもとに一人一人の指導目標や指導内容を設定した個別の指導計画
の評価と改善

本施策の推進にあたっては、園、学校、家庭･地域、教育行政がそれぞれの特性を生かして、
以下のような組織体制づくりや事業を積極的に推進する。

Ⅴ 本施策推進に向けた各機関の取組

家庭・地域は、子供たちに自らのよさや可能性を実感させながら、基本的な生活習慣を身に
付けさせるとともに、自立心を育成し、調和のとれた心身の発達を支援するなど、学校と連
携・協力を進め、地域の将来の担い手である子供たちの教育活動に積極的に関わる。

幼児期の教育及び義務教育の基礎の上に、高等学校以降の教育や生涯にわたる学習との
つながりを見通しながら、各取組を進める。

１ 園・学校

２ 家庭・地域

３ 教育行政
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□ 参考データ

◎全国学力・学習状況調査 平成19年から令和４年までの推移【小学校】
「本県と全国の正答率３０％未満の差｣ ｢本県と全国の無解答率の差｣

◎全国学力・学習状況調査 平成19年から令和４年までの推移【中学校】
｢本県と全国の正答率３０％未満の差｣ ｢本県と全国の無解答率の差｣

◎高校等進学率の推移（全国との比較）

(1) 朝食を毎日食べていますか

◎児童生徒質問紙調査(小・中) 令和４年度 全国との比較

◎大学等進学率の推移（全国との比較）

Ⅵ 参考データ及び参考資料

(7) 自分には、よいところがあ
ると思いますか

(43) 話し合う活動を通じて、
自分の考えを深めたり、広
げたりすることができてい
ると思いますか。

※いずれの項目も「当てはまる」「している」の回答

(20) 家で自分で計画を立てて勉
強していますか
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◎令和４年度全国学力・学習状況調査結果（小学校）

◎令和４年度全国学力・学習状況調査結果（中学校）

◎令和元年 沖縄県児童生徒の学習と将来展望
に関する調査

【考察】「大学や短大に行きたい」と回答した割合は他県と
同様であるのに対し、「夢や希望を達成するために
１時間～1.5時間以上家庭学習をしている」と回答
した割合が、30Ｐ以上落ち込んでいる。本県児童生
徒は、自ら計画し、具体的な学習行動を取ることに
課題がみられる。

【考察】小学校は、国語、算数ともに下降傾向ではあるが、全国水準を維持している。

【考察】国語、数学とも緩やかな改善傾向が継続していたが、昨年度より全国平均との差が広がる結果となった。

◎家庭学習に関する指導状況
（令和４年度全国学調、学校質問紙の結果）

【考察】 教職員が、家庭での学習方法を具体例を挙げ
ながら教えることについて、小学校は昨年度よ
り全国平均との差を縮めていて改善が見られる。
また、家庭学習を、その後の指導改善や児童

生徒の学習改善に生かすことについても、小中
ともに全国平均との差を縮めている。学習を自
分で成立させられるよう、引き続き「自立した
学習者」としての育成を図る取り組みの充実が
必要である。
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小学校国語 小学校算数

中学校国語 中学校数学



□ 参考資料
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